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根
岸
哲
・
舟
田
正
之
著
『
独
占
禁
止
法
概
説
〔
第
五
版
〕
』

追
補
（1

4
4
8
2
-
8

）

二
〇
一
八
年
一
〇
月

本
追
補
で
は
、
二
〇
一
五
年
一
一
月
の
本
書
第
五
版
刊
行
以
降
の
重
要
な
変
化

に
つ
き
、
そ
の
概
要
を
述
べ
る
。
本
文
を
読
み
進
め
る
際
に
参
照
し
て
い
た
だ
き

た
い
。

第
二
章

独
占
禁
止
法
の
仕
組
み
と
基
本
概
念

第
六
節

独
占
禁
止
法
の
国
際
取
引
へ
の
適
用

二

独
禁
法
の
「
域
外
適
用
」

五
二
頁

前
か
ら
五
行
目
の
後
に
、
独
禁
法
の
域
外
適
用
を
広
範
囲
に
認
め
た

最
高
裁
判
決
に
関
す
る
以
下
の
記
述
を
挿
入
。

ブ
ラ
ウ
ン
管
国
際
価
格
カ
ル
テ
ル
事
件
・
最
高
裁
判
決
（
最
判
平
成
二
九
・
一

二
・
一
二
民
集
七
一
・
一
〇
・
一
九
五
八
）
は
、
日
本
国
外
で
合
意
さ
れ
た
テ
レ

ビ
用
ブ
ラ
ウ
ン
管
の
販
売
価
格
カ
ル
テ
ル
で
あ
っ
て
も
、
当
該
ブ
ラ
ウ
ン
管
を
購

入
す
る
取
引
が
、
わ
が
国
テ
レ
ビ
製
造
販
売
業
者
と
現
地
製
造
子
会
社
等
が
経
済

活
動
と
し
て
一
体
と
な
っ
て
行
っ
た
も
の
と
評
価
で
き
る
場
合
に
は
、
当
該
合
意

は
、
わ
が
国
に
所
在
す
る
わ
が
国
テ
レ
ビ
製
造
販
売
業
者
を
も
相
手
方
と
す
る
取

引
に
係
る
市
場
が
有
す
る
競
争
機
能
を
損
な
う
も
の
で
あ
り
、
わ
が
国
の
自
由
競

争
経
済
秩
序
を
侵
害
す
る
も
の
と
い
え
る
か
ら
、
当
該
合
意
を
行
っ
た
事
業
者
に

対
し
、
わ
が
国
の
独
禁
法
を
適
用
し
課
徴
金
の
納
付
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
と

判
示
し
た
。
本
判
決
は
、
国
外
で
行
わ
れ
た
カ
ル
テ
ル
合
意
の
対
象
商
品
で
あ
る

基
幹
部
品
自
体
も
当
該
基
幹
部
品
に
基
づ
き
製
造
さ
れ
た
完
成
品
も
わ
が
国
に
輸

入
・
納
入
さ
れ
て
い
な
く
と
も
、
わ
が
国
の
独
禁
法
の
適
用
が
で
き
る
と
判
示
し

た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
、
独
禁
法
（
競
争
法
）
の
域
外
適
用
を
肯
定
す

る
考
え
方
と
し
て
国
際
的
に
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
効
果
主
義
を
超
え
て
域
外

適
用
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
。

第
五
章

不
公
正
な
取
引
方
法
の
規
制

第
一
節

総

説

三

公
正
競
争
阻
害
性

一
八
五
頁

後
ろ
か
ら
七
行
目
の
前
に
、
流
通
・
取
引
慣
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の

改
定
に
関
す
る
以
下
の
記
述
を
挿
入
。

「
流
通
・
取
引
慣
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
（
「
流
通
・
取
引
慣
行
に
関
す
る
独
占

禁
止
法
上
の
指
針
」
（
平
成
三
・
七
・
一
一
）
）
が
、
平
成
二
九
年
に
改
定
さ
れ

た
の
で
、
以
下
で
は
、
「
公
正
競
争
阻
害
性
」
に
関
す
る
重
要
部
分
の
み
抜
粋
し

て
お
く
（
同
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
第
１
部
）。

事
業
者
が
、
取
引
先
事
業
者
の
販
売
価
格
、
取
扱
商
品
、
販
売
地
域
、
取
引
先

等
の
制
限
を
行
う
行
為
を
、
以
下
「
垂
直
的
制
限
行
為
」
と
呼
ぶ
。
垂
直
的
制
限

行
為
に
は
、
再
販
売
価
格
維
持
行
為
と
、
取
引
先
事
業
者
の
取
扱
商
品
、
販
売
地

域
、
取
引
先
等
の
制
限
を
行
う
行
為
（
以
下
「
非
価
格
制
限
行
為
」
と
い
う
）
が

あ
る
。

垂
直
的
制
限
行
為
に
公
正
な
競
争
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
か
ど
う
か
の
判
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断
に
あ
た
っ
て
は
、
ブ
ラ
ン
ド
間
競
争
の
状
況
、
ブ
ラ
ン
ド
内
競
争
の
状
況
、
垂

直
的
制
限
行
為
を
行
う
事
業
者
の
市
場
に
お
け
る
地
位
、
垂
直
的
制
限
行
為
の
対

象
と
な
る
取
引
先
事
業
者
の
事
業
活
動
に
及
ぼ
す
影
響
、
垂
直
的
制
限
行
為
の
対

象
と
な
る
取
引
先
事
業
者
の
数
お
よ
び
市
場
に
お
け
る
地
位
、
な
ど
の
事
項
を
総

合
的
に
考
慮
し
て
判
断
す
る
。
そ
の
際
に
は
、
「
ブ
ラ
ン
ド
間
競
争
や
ブ
ラ
ン
ド

内
競
争
の
減
少
・
消
滅
と
い
っ
た
競
争
を
阻
害
す
る
効
果
」
の
み
な
ら
ず
、
「
競

争
を
促
進
す
る
効
果
」
を
も
考
慮
し
て
判
断
す
る
。

公
正
か
つ
自
由
な
競
争
が
促
進
さ
れ
る
た
め
に
は
、
各
取
引
段
階
に
お
い
て
公

正
か
つ
自
由
な
競
争
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
ブ
ラ
ン
ド
間
競

争
と
ブ
ラ
ン
ド
内
競
争
の
い
ず
れ
か
一
方
が
確
保
さ
れ
て
い
れ
ば
他
方
が
失
わ
れ

た
と
し
て
も
実
現
で
き
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。

再
販
売
価
格
維
持
行
為
は
、
流
通
業
者
間
の
価
格
競
争
を
減
少
・
消
滅
さ
せ
る

こ
と
に
な
る
た
め
、
通
常
、
競
争
阻
害
効
果
が
大
き
く
、
原
則
と
し
て
公
正
な
競

争
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
行
為
で
あ
る
。

他
方
で
、
非
価
格
制
限
行
為
は
、
一
般
的
に
、
そ
の
行
為
類
型
お
よ
び
個
別
具

体
的
な
ケ
ー
ス
ご
と
に
市
場
の
競
争
に
与
え
る
影
響
が
異
な
る
。
①
行
為
類
型
の

み
か
ら
違
法
と
判
断
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
個
々
の
ケ
ー
ス
に
応
じ
て
、
当
該
行

為
を
行
う
事
業
者
の
市
場
に
お
け
る
地
位
等
か
ら
、
「
市
場
閉
鎖
効
果
が
生
じ
る

場
合
」
や
、
「
価
格
維
持
効
果
が
生
じ
る
場
合
」
と
い
っ
た
公
正
な
競
争
を
阻
害

す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
当
た
る
か
否
か
が
判
断
さ
れ
る
も
の
、
お
よ
び
②
通

常
、
価
格
競
争
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
当
該
行
為
を
行
う
事
業
者
の
市
場

に
お
け
る
地
位
を
問
わ
ず
、
原
則
と
し
て
公
正
な
競
争
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
が
あ

る
と
判
断
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
。

「
市
場
閉
鎖
効
果
が
生
じ
る
場
合
」
と
は
、
非
価
格
制
限
行
為
に
よ
り
、
新
規

参
入
者
や
既
存
の
競
争
者
に
と
っ
て
、
代
替
的
な
取
引
先
を
容
易
に
確
保
す
る
こ

と
が
で
き
な
く
な
り
、
事
業
活
動
に
要
す
る
費
用
が
引
き
上
げ
ら
れ
る
、
新
規
参

入
や
新
商
品
開
発
等
の
意
欲
が
損
な
わ
れ
る
と
い
っ
た
、
新
規
参
入
者
や
既
存
の

競
争
者
が
排
除
さ
れ
る
又
は
こ
れ
ら
の
取
引
機
会
が
減
少
す
る
よ
う
な
状
態
を
も

た
ら
す
お
そ
れ
が
生
じ
る
場
合
を
い
う
。

「
価
格
維
持
効
果
が
生
じ
る
場
合
」
と
は
、
非
価
格
制
限
行
為
に
よ
り
、
当
該

行
為
の
相
手
方
と
そ
の
競
争
者
間
の
競
争
が
妨
げ
ら
れ
、
当
該
行
為
の
相
手
方
が

そ
の
意
思
で
価
格
を
あ
る
程
度
自
由
に
左
右
し
、
当
該
商
品
の
価
格
を
維
持
し
又

は
引
き
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
状
態
を
も
た
ら
す
お
そ
れ
が
生
じ
る
場
合

を
い
う
。

自
己
の
競
争
者
と
の
取
引
等
の
制
限
（
第
２
の
２
）
、
厳
格
な
地
域
制
限
（
同

３

）
、
抱
き
合
わ
せ
販
売
（
同
７
）
に
つ
い
て
は
、
「
市
場
に
お
け
る
有
力
な

(3)
事
業
者
」
に
よ
っ
て
当
該
行
為
が
行
わ
れ
た
場
合
に
不
公
正
な
取
引
方
法
と
し
て

違
法
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
。

こ
こ
で
、
「
有
力
な
事
業
者
」
と
は
、
「
当
該
市
場
…
…
に
お
け
る
シ
ェ
ア
が

二
〇
％
を
超
え
る
こ
と
が
一
応
の
目
安
と
な
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ

の
目
安
を
超
え
た
の
み
で
、
そ
の
事
業
者
の
行
為
が
違
法
と
さ
れ
る
も
の
で
は
な

く
、
当
該
行
為
に
よ
っ
て
「
市
場
閉
鎖
効
果
が
生
じ
る
場
合
」
又
は
「
価
格
維
持

効
果
が
生
じ
る
場
合
」
に
違
法
と
な
る
。

市
場
に
お
け
る
シ
ェ
ア
が
二
〇
％
以
下
で
あ
る
事
業
者
や
新
規
参
入
者
が
こ
れ

ら
の
行
為
を
行
う
場
合
に
は
、
通
常
、
公
正
な
競
争
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
は
な
く
、

違
法
と
は
な
ら
な
い
。
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第
五
章

第
七
節

取
引
妨
害
・
内
部
干
渉
（
独
占
禁
止
法
二
条
九
項
六
号
ヘ
）

二

取
引
妨
害
（
一
般
指
定
一
四
項
）

二
九
三
頁

前
か
ら
三
行
目
～
一
三
行
目
を
、
以
下
の
記
述
に
差
替
え
。

並
行
輸
入
の
問
題

並
行
輸
入
と
は
、
「
総
代
理
店
契
約
が
輸
入
品
に

(ⅰ)
つ
い
て
行
わ
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
第
三
者
が
契
約
当
事
者
間
の
ル
ー
ト
と
は
別

の
ル
ー
ト
で
契
約
対
象
商
品
を
輸
入
す
る
こ
と
」
で
あ
る
（
流
通
・
取
引
慣
行
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
第
３
部
第
２
）
。
こ
こ
で
は
、
「
商
標
権
を
侵
害
し
な
い
い
わ
ゆ
る

真
正
商
品
の
輸
入
を
前
提
と
し
て
い
る
」
（
同
）
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
い
わ

ゆ
る
ニ
セ
ブ
ラ
ン
ド
商
品
、
海
賊
版
な
ど
の
輸
入
は
、
商
標
法
・
著
作
権
法
な
ど

の
各
知
的
財
産
権
法
違
反
と
し
て
処
理
さ
れ
、
独
禁
法
違
反
を
論
じ
る
以
前
の
問

題
で
あ
る
。

独
禁
法
二
一
条
に
関
し
、
知
的
財
産
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
よ
れ
ば
、
知
的
財
産
法

に
よ
る
「
権
利
の
行
使
」
と
み
ら
れ
る
行
為
で
あ
っ
て
も
、
知
的
財
産
保
護
制
度

の
趣
旨
を
逸
脱
し
ま
た
は
そ
の
目
的
に
反
し
「
権
利
の
行
使
と
認
め
ら
れ
る
行

為
」
と
は
評
価
さ
れ
な
い
場
合
に
は
独
禁
法
が
適
用
さ
れ
る
。

特
許
権
等
の
知
的
財
産
権
者
ま
た
は
そ
の
許
諾
を
得
た
者
が
、
い
っ
た
ん
当
該

製
品
を
国
内
で
適
法
に
拡
布
し
た
場
合
に
は
、
当
該
製
品
に
係
る
知
的
財
産
権
は

消
尽
す
る
と
解
さ
れ
て
い
る
（
国
内
消
尽
）
が
、
並
行
輸
入
と
の
関
係
で
は
、
国

際
消
尽
の
有
無
が
問
題
と
な
る
。

結
論
だ
け
簡
単
に
述
べ
れ
ば
、
真
正
商
品
の
並
行
輸
入
は
、
現
在
の
判
例
・
通

説
に
よ
れ
ば
、
商
標
権
を
侵
害
す
る
も
の
で
は
な
く
、
商
標
権
者
か
ら
の
輸
入
差

止
め
は
原
則
と
し
て
認
め
ら
れ
な
い
。
契
約
対
象
商
品
が
特
許
製
品
で
あ
り
、
日

本
で
特
許
権
が
登
録
さ
れ
て
い
る
場
合
も
、
Ｂ
Ｂ
Ｓ
事
件
・
最
高
裁
判
決
（
平
成

九
・
七
・
一
民
集
五
一
・
六
・
二
二
九
九
）
は
、
原
則
と
し
て
特
許
権
者
は
並
行

輸
入
を
阻
止
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
判
示
し
た
。
著
作
権
の
う
ち
譲
渡
権
に
つ

い
て
は
、
「
円
滑
な
流
通
」
お
よ
び
「
取
引
の
安
全
の
確
保
」
の
観
点
か
ら
、
国

内
消
尽
・
国
際
消
尽
を
採
用
す
る
こ
と
が
明
確
化
さ
れ
た
（
平
成
一
一
年
著
作
権

法
改
正
に
よ
る
第
二
六
条
の
二
、
第
九
五
条
の
二
、
第
九
七
条
の
二
）
（
以
上
の

知
的
財
産
権
と
並
行
輸
入
の
関
係
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、
第
七
章
第
四
節
二
を
参

照
）。

第
六
章

執
行
・
実
現

第
一
節

行
政
措
置

二

排
除
措
置
命
令

三
一
三
頁

前
か
ら
四
行
目
の
後
に
、
確
約
手
続
の
導
入
に
関
す
る
以
下
の
記

述
を
挿
入
。

わ
が
国
を
含
む
一
一
か
国
に
よ
り
平
成
三
〇
年
三
月
八
日
に
署
名
さ
れ
た
環
太

平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
関
す
る
包
括
的
及
び
先
進
的
な
協
定
（
以
下
「
Ｔ
Ｐ

Ｐ

協
定
」
と
い
う
）
の
締
結
に
伴
い
、
独
禁
法
を
改
正
し
て
、
独
禁
法
違
反
の

11
疑
い
に
つ
い
て
公
取
委
と
事
業
者
と
の
間
の
合
意
に
よ
り
自
主
的
に
解
決
す
る
仕

組
み
で
あ
る
確
約
手
続
（
確
約
制
度
と
も
い
う
）
の
導
入
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。

確
約
手
続
は
、
競
争
上
の
問
題
の
早
期
是
正
、
公
取
委
と
事
業
者
が
協
調
的
に
問

題
解
決
を
行
う
領
域
の
拡
大
に
資
す
る
も
の
と
い
わ
れ
る
。
確
約
手
続
を
導
入
す

る
た
め
の
独
禁
法
改
正
の
施
行
期
日
は
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ

協
定
の
発
効
日
、
す
な
わ
ち

11
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少
な
く
と
も
六
か
国
が
そ
れ
ぞ
れ
の
国
内
法
上
の
手
続
を
完
了
し
た
旨
を
寄
託
者

で
あ
る
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
に
通
報
し
た
日
の
後
六
〇
日
、
で
あ
る
。
公
取
委
は
、

ま
だ
確
約
手
続
の
施
行
日
前
で
あ
る
が
、
す
で
に
確
約
手
続
規
則
を
制
定
し
、

「
確
約
手
続
に
関
す
る
対
応
方
針
」
を
公
表
（
平
成
三
〇
年
九
月
二
六
日
）
し
て

い
る
。

「
確
約
手
続
に
関
す
る
対
応
方
針
」
は
、
概
要
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

第
一
に
、
公
正
か
つ
自
由
な
競
争
の
促
進
を
図
る
上
で
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
、
違
反
被
疑
行
為
を
確
約
手
続
に
付
す
と
し
、
他
方
で
は
、
①
入
札
談
合
、
価

格
カ
ル
テ
ル
等
の
ハ
ー
ド
コ
ア
カ
ル
テ
ル
に
当
た
る
違
反
被
疑
行
為
、
②
過
去
一

〇
年
以
内
に
行
っ
た
違
反
行
為
と
同
一
（
繰
り
返
し
）
の
違
反
被
疑
行
為
、
③
刑

事
告
発
相
当
の
悪
質
か
つ
重
大
な
違
反
被
疑
行
為
、
は
確
約
手
続
の
対
象
と
し
な

い
。
第
二
に
、
確
約
措
置
は
、
競
争
秩
序
の
回
復
の
確
保
又
は
将
来
の
不
作
為
の

確
保
の
観
点
か
ら
、
①
違
反
被
疑
行
為
を
排
除
す
る
又
は
違
反
被
疑
行
為
が
排
除

さ
れ
た
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
に
十
分
な
も
の
で
あ
る
こ
と
、
②
確
実
に
実
施
さ

れ
る
と
見
込
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
と
い
う
認
定
要
件
を
満
た
す
必
要
が
あ

る
。
第
三
に
、
確
約
措
置
の
典
型
例
と
し
て
、
①
違
反
被
疑
行
為
を
取
り
や
め
る

こ
と
又
は
取
り
や
め
て
い
る
こ
と
の
確
認
、
②
取
引
先
・
利
用
者
等
へ
の
通
知
又

は
周
知
、
③
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
体
制
の
整
備
、
④
契
約
変
更
、
⑤
事
業
譲
渡
等
、

⑥
取
引
先
等
に
提
供
さ
せ
た
金
銭
的
価
値
の
回
復
、
⑦
履
行
状
況
の
報
告
を
挙
げ

て
い
る
。
第
四
に
、
そ
の
他
の
主
な
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
、
①
意
見
募
集
―
広
く
第

三
者
の
意
見
を
参
考
に
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
、
申
請
を
受
け
た
確
約

計
画
の
概
要
に
つ
い
て
意
見
募
集
を
実
施
、
②
公
表
―
確
約
計
画
の
認
定
後
、
計

画
の
概
要
、
違
反
被
疑
行
為
の
概
要
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
公
表
、
③
確
約
手
続

移
行
後
の
調
査
権
限
の
行
使
―
確
約
手
続
の
申
請
に
係
る
通
知
後
、
被
通
知
事
業

者
に
対
し
、
立
入
検
査
、
報
告
命
令
、
供
述
聴
取
等
の
調
査
は
原
則
行
わ
な
い
。

第
七
章

適
用
除
外

第
二
節

協
同
組
合

五

独
占
禁
止
法
二
二
条
但
書

三
八
九
頁

前
か
ら
一
行
目
の
後
に
以
下
の
記
述
を
挿
入
。

近
年
、
協
同
組
合
に
関
す
る
法
の
運
用
が
活
発
に
行
わ
れ
て
い
る
。
参
考
ま
で

に
、
本
書
第
五
版
（
平
成
二
七
年
）
以
降
の
法
適
用
事
例
を
挙
げ
て
お
く
。

①

網
走
管
内
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
品
協
同
組
合
事
件
＝
排
除
措
置
命
令
・
同
組

合
構
成
事
業
者
に
対
す
る
課
徴
金
納
付
命
令
平
成
二
七
・
一
・
一
四
（
審
決
集
六

一
巻
一
三
八
頁
・
同
一
八
八
頁
）

→

八
条
一
号
〔
競
争
の
実
質
的
制
限
〕
該
当

②

Ｊ
Ａ
福
井
県
連
事
件(

福
井
県
経
済
農
業
協
同
組
合
連
合
会
事
件)

＝
排
除

措
置
命
令
平
成
二
七
・
一
・
一
六
（
審
決
集
六
一
巻
一
四
二
頁
）

→

三
条
前
段
〔
私
的
独
占
の
禁
止
〕
該
当

③

ホ
ク
レ
ン
事
件
（
北
海
道
に
所
在
す
る
農
業
協
同
組
合
等
が
発
注
す
る
低

温
空
調
設
備
工
事
入
札
談
合
事
件
）
＝
排
除
措
置
命
令
・
課
徴
金
納
付
命
令
平
成

二
七
・
一
・
二
〇
（
審
決
集
六
一
巻
一
四
八
頁
・
同
一
九
三
頁
）

→

三
条
後
段
〔
不
当
な
取
引
制
限
〕
該
当

④

岡
山
県
北
生
コ
ン
ク
リ
ー
ト
協
同
組
合
事
件
＝
排
除
措
置
命
令
平
成
二
七

・
二
・
二
七
（
審
決
集
六
一
巻
一
五
三
頁
）

→

一
般
指
定
一
四
項
〔
競
争
者
に
対
す
る
取
引
妨
害
〕
該
当

⑤

農
協
等
発
注
特
定
農
業
施
設
工
事
等
談
合
事
件
＝
排
除
措
置
命
令
・
課
徴
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金
納
付
命
令
平
成
二
七
・
三
・
二
六
（
審
決
集
六
一
巻
一
五
六
頁
・
同
一
九
七

頁
）

→

三
条
後
段
〔
不
当
な
取
引
制
限
〕
該
当

⑥

土
佐
あ
き
農
業
協
同
組
合
事
件
＝
排
除
措
置
命
令
平
成
二
九
・
三
・
二
九

（
審
決
集
六
三
巻
一
七
九
頁
）

→

一
般
指
定
一
二
項
〔
拘
束
条
件
付
取
引
〕
該
当

⑦

土
佐
あ
き
農
協
・
排
除
措
置
命
令
執
行
停
止
申
立
事
件
＝
東
京
地
決
平
成

二
九
・
七
・
三
一
判
例
集
未
登
載

→

申
立
て
却
下

⑧

阿
寒
農
協
警
告
事
件
＝
警
告
平
成
二
九
・
一
〇
・
六
審
決
集
未
登
載
（
公

取
委
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
掲
載
）

→

独
禁
法
二
条
九
項
五
号
ハ
〔
優
越
的
地
位
の
濫
用
〕
該
当

⑨

大
分
県
農
協
差
別
取
扱
い
事
件
＝
排
除
措
置
命
令
平
成
三
〇
・
二
・
二
三

審
決
集
未
登
載
（
公
取
委
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
掲
載
）

→

一
般
指
定
四
項
〔
取
引
条
件
等
の
差
別
取
扱
い
〕
該
当


